
(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 東京高等裁判所
’

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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6行為の態様及び被害の状況

口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯

口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■次のとおり 口追完予定
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(別紙） 6行為の態様及び被害の状況， 7行為に至る経維
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平成28年11月2日

最高裁判所事務総局総務局長殿

熊本地方裁判所長野島秀夫

裁判所職員に対する加害行為について（報告）

標記の加害行為について，平成28年6月1日，熊本地裁総秘第195号「裁判

所職員に対する加害行為等に関する報告」により報告したところですが，その後の
（

事情は下記のとおりです。
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秋地家裁総第10
（訟ろ一

平成28年11

91号

10)

月8日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
秋田_地方裁判所

■行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり 口別紙のとおり □ 追完予定
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8 裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所

1行為の概要

□、職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の穀損等

口文書偽造官職名等の不正使用

■逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）
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’
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行為者

事件関係者

傍聴人

不明
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5被害者，被害施設等

口裁判官

□その他の職員

口司法修習生

口事件関係者

口傍聴人

口職員の家族

口庁舎

口住居（官舎を含む。 ）

口裁判所のその他の施設

口物品，文書等

□その他（ ）

なし

6行為の態様及び被害の状況

園次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

平成28年11月1日付け大阪地方裁判

書記載のとおり

所酔席書記官■■■作成の報告

7行為に至る経緯

園次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

6に記載のとおり

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

園次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

6に記載のとおり

9備考



平成28年11月1日

大阪地方裁判所長殿

大阪地方裁判所■■首席書記官 ■■■■■■
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 静岡地方裁判F
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害、

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設
，
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

□裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）
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傍聴人

職員の家族
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり ！口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 高知地方・家庭裁判F

て
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設
，
抄

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

ｂ
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■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応

■次のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

宇都宮地方裁判所

１
１

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり ’
６
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
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(別紙様式）

麦畔胴餓填に対する加謝了為等に関する報告書

庁名徳島家庭叢畔I所

|加害者は, ’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

そ21以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設物品等の損鰐

文書篇造官職名等の不正使用

逃走

麦鯏所構内等における猫鮪為

職員の職鍵行の妨害
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2行為の日時

3行為の場所

法廷，審削廷又はその周辺

庁舎内

裁判断構内

個据(官舎を含むも ）

その他 （ ）

4行為者

事件震源者

傍聴人

不明

| ）その他（

被害者,被篝施殻等

裁半棺

その他“職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居信舎を含むk‘ ）

裁判所のその他の》臓

物品，文書等

その他
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行為の態儀及び被害の状況
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６
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7行為に至る経緯

■次のとおり □％1版のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為等の事精

■次のとおり 口月i紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（平成28年8月10日付盛地家裁総第803号による報告に対する追加）

(庁名）盛岡地方裁判所

〈

〔

鞍総務局鞍総務局鞍総務局

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

2行為の日時

3行為の場所

ロ法廷，審判廷又はその周辺

□・庁舎内

口裁判所構内

口住居（官舎を含む。 ）

□その他（ ）

4行為者

口事件関係者

口傍聴人

□ 不明

□その他（ ）

5被害者，被害施設等

□裁判官

□その他の職員

口司法修習生

口事件関係者

口傍聴人

口職員の家族

口庁舎

口住居（官舎を含む。 ）

口裁判所のその他の施設
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6行為の態様及び被害の状況

口次のとおり □別紙のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯

口次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

□ 次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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仙地裁総第698号

（訟ろ－10）

平成28年11月21日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

仙台地方裁判所

平成28年9月6日仙地裁総第516号による裁判所職員に対する加害行為
等に関する報告について，下記のとおり追加報告する。
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裁判所職員に対する加害行 踊筈

て

(‐

山形地総第891号 平成28年11月21日

最高裁判所事務局総務局長殿 山形地方裁判所長
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□

行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺、 自傷
施設、物品等の損壊等 ー

文書偽造官職名等の不正使用
逃走

讓贄鴻塞議務雲犯罪行為
その他 （ ）

■■■■■■■■■■■■■■
m一－~－農行を加え，
■I■I轄を負った。

■■■■

2行為の日時一｜
3 行為の場所
法廷，審判廷又はその
周辺
庁舎内
裁判所構内
住居（
その他

ｊ
ｊ
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4&行為者

■
事件関係者
傍聴人
不明

その他(■■■■■）

’

－
5被害者，被害施設等

’
裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎
住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等／

その他(■■■■■）

■■■■■■■■■■■■
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行為の態様及ひ被害の状況
次のとおり 口別紙のとおり

６
■
一 口追完予定
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7行為に至る経緯
■次のとおり

1

口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所の対応，
次のとおり

その結果等の行為後の事情
口別紙のとおり
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口追完予定
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